
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
風車と、

前記風車の運転を制御する運転制御器とを備え、
前記運転制御器は、 運転ルールを有
風車の運転制御装置。
【請求項２】

風車の運転制御装置。
【請求項３】

風車の運転制御装置
。
【請求項４】

風車の運転制御装置。
【請求項５】

10

20

JP 3962645 B2 2007.8.22

風速を観測する風速計と、
風向を観測する風向計と、

風の乱れ強度に基づき風車の運転を停止する する

観測された前記風向が前記乱れ強度が大きくなる領域にあった場合に前記風車の運転を停
止する請求項１記載の

観測された前記風向が前記乱れ強度が大きくなる領域にあり、且つ観測された前記風速が
設定値よりも大きい場合に前記風車の運転を停止する請求項１記載の

観測された前記風向が前記乱れ強度が大きくなる領域にあり、且つ風車出力が設定値より
大きい場合に前記風車の運転を停止する請求項１記載の

観測された風の前記乱れ強度が設定値を越えた場合に前記風車の運転を停止する請求項１



風車の運転制御装置。
【請求項６】

風車の運転制御装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、風車の運転制御装置に関し、特に、疲労寿命が考慮される風車の運転制御装置
に関する。
【０００２】
【従来の技術】
炭酸ガスの排気は、国際的に量的に規制される。風力発電は、炭酸ガス排気量が零である
点で将来的に有望である。風力発電装置は、半径と質量とがともに巨大である風車を構成
している。風力を受けるそのような風車は、ダイナミックに変動荷重を受ける。風の運動
エネルギーは、風車の機械的エネルギーを介して電気的エネルギーに変換される。発電量
を適正な値に制御するためには、可変ピッチプロペラがしばしば用いられ、そのプロペラ
に作用するトルクが変化する。風の状態に対応して過負荷を回避する技術は、特表２００
１－５１１４９７号で知られている。
【０００３】
風車の荷重設計では、暴風時のような一時的な最大荷重に耐えるための設計の他に、通常
の運転状態でプロペラに作用する荷重の変動に対処することができる疲労設計が重要であ
る。その荷重の変動は、一般的に風の変動の大小に対応して増減する。風の変動の大小を
表す主要なパラメータとして、風速の乱れ強度が存在する。その乱れ強度は、風車建設地
の気象条件と地形条件により大きく変動し、地点ごとにまちまちであり一定でなく、風向
と風速に強く依存している。このような風の変動を受ける風車の設計には、疲労寿命の点
で厳しい設計条件が過度に要求される。
【０００４】
風車の設計では、建設地点ごとに異なる荷重条件で設計を変更することは、必ずしも合理
的ではなく、風の条件の厳しさを分類するいくつかのクラスごとに算出される荷重に耐え
るように設計を変更することが一般に行われる。風車の機種選択には制約があり、建設地
点の風の条件が厳しい場合には、それより緩い条件で設計された風車を建設したいという
要望が出る場合がある。このような要望がある場合には、強度設計のような物理的設計を
変更しないことが求められる。
【０００５】
物理的設計を変更しないで荷重変動に対して対処することができる技術の確立が求められ
る。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の課題は、強度設計のような物理的設計によらずに荷重変動に対して対処する技術
を確立することができる風車の運転制御装置を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
その課題を解決するための手段が、下記のように表現される。その表現中に現れる技術的
事項には、括弧（）つきで、番号、記号等が添記されている。その番号、記号等は、本発
明の実施の複数の形態又は複数の実施例のうちの少なくとも１つの実施の形態又は複数の
実施例を構成する技術的事項、特に、その実施の形態又は実施例に対応する図面に表現さ
れている技術的事項に付せられている参照番号、参照記号等に一致している。このような
参照番号、参照記号は、請求項記載の技術的事項と実施の形態又は実施例の技術的事項と
の対応・橋渡しを明確にしている。このような対応・橋渡しは、請求項記載の技術的事項
が実施の形態又は実施例の技術的事項に限定されて解釈されることを意味しない。
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記載の

前記乱れ強度はリアルタイムの計測値である
請求項１～５から選択される１請求項の



【０００８】
本発明による風車の運転制御装置は、風車（１又は６）と、風車（１）の運転を制御する
運転制御器（３）とから構成されている。運転制御器（３）は、風車の運転ルール（１７
）を有している。運転制御器（３）は、運転ルール（１７）に基づいて風車（１）の出力
を制御する出力制御器（８）を構成している。運転ルール（１７）は、風車に向かう風の
乱れ強度と風車の運転状態との対応関係として規定される。その対応関係として、風車（
１）に向かう風の乱れ強度と風車の出力との関係が好適に例示される。その対応関係とし
て、乱れ強度が一定値以上であれば、運転を完全に停止することが更に例示される。
【０００９】
風車運転時の荷重変動は、主に風車翼（６）が受ける風荷重の変動に対応して発生し、風
車（１）の各部に伝達される。その変動荷重の大きさは、風の乱れ強度に強く依存する。
風車の寿命は、乱れ強度に顕著に依存している。乱れ強度が大きくなれば、出力を低下さ
せ、又は、運転を停止することにより、作用する荷重変動を小さくして、疲労寿命の短縮
を有効に防止することができる。
【００１０】
風の乱れ強度はリアルタイムの計測値であることが好ましいが、風向の関数として予め与
えられ得る。予め与えられている乱れ強度に基づいて、速やかにルールを適用する制御運
転が可能である。
【００１１】
乱れ強度は、一定時間幅の過去の時系列風速の標準偏差を時系列風速の平均で割った値と
して適正に定義される。このように定義される乱れ強度を用いることは、風車の運転状態
と疲労との関係の特徴を顕著に適正に表現していて、余寿命の延長を行うための指標とし
て効果的である。乱れ強度を直接に計測して求めるためには、風車に流入する風を適正に
評価することができる風速計が必要である。そのためには、風車に隣接したマストに風速
計を設置することの他に、風車に設置されているナセル風速計を用いることが可能である
。ナセル風速計で計測される風向と風速には、しばしば風車翼又はその他の機器の影響に
よる系統的な誤差が含まれるが、そのような誤差は経験則的な知見に基づいて適正に補正
され、誤差が含まれる計測値から風車に流入する時点の風速の推定値に変換することが可
能であり、ナセル風速計の使用は合理的である。
【００１２】
【発明の実施の形態】
図に対応して、本発明による風車の運転制御装置は、風車が運転制御装置とともに設けら
れている。その風車１は、図１に示されるように、電気的接続機構２を介してその運転制
御装置３に接続している。風車１は、風車塔（図示されず）に支持されるナセル４と、ハ
ブ５と、ハブ５と同体に回転しナセル４に回転自在に支持される３枚羽根の風車翼６とか
ら構成されている。ナセル４は、ナセル風向風速計７を自己に同体に構成している。ナセ
ル風向風速計７は、電気的接続機構２’を介して運転制御装置３に対して観測風速Ｖと観
測風向Ｄとを出力する。
【００１３】
運転制御装置３は、電気的入出力器８を構成している。電気的入出力器８は、風車１が出
力する電力とナセル風速計７が出力する風速とナセル風速計７が出力する風向を受信する
。電気的入出力器８は、風車翼６のピッチ角の制御と風車の運転状態を制御する制御信号
を風車１に対して送信する。
【００１４】
電気的入出力器８は、ナセル風向風速計７から受信する観測風速Ｖと観測風向Ｄを時系列
信号としてリアルタイムに出力する。運転制御装置３は、乱れ強度を計算する乱れ強度計
算器９を構成している。時系列風速信号１１は、電気的入出力器８から出力されて乱れ強
度計算器９に入力する。乱れ強度計算器９は、一定時間幅の時系列風速信号１１に基づい
て、乱れ強度Ｔを計算する：
Ｔ＝一定時間幅の時系列風速に基づく標準偏差／その時系列風速に基づく平均風速
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【００１５】
運転制御装置３は、乱れ強度風向対応器１２を構成している。乱れ強度計算器９から出力
される乱れ強度信号１３は、電気的入出力器８から出力される時系列風向信号１４ととも
に乱れ強度風向対応器１２に入力する。乱れ強度風向対応器１２は、乱れ強度Ｔと風向Ｄ
を対応化して乱れ強度・風向対応テーブルを作成する。乱れ強度・風向対応テーブルは、
風向Ｄを変数とする乱れ強度分布関数Ｔ（Ｄ）１５で表される。
【００１６】
運転制御装置３は、運転ルール作成器１６を構成している。乱れ強度風向対応器１２から
出力される乱れ強度分布関数Ｔ（Ｄ）１５は、運転ルール作成器１６に入力する。運転ル
ール作成器１６は、乱れ強度分布関数Ｔ（Ｄ）１５に基づいて運転ルール１７を作成する
。運転ルール１７は、乱れ強度分布関数Ｔ（Ｄ）１５に基づいて運転計画策定者により作
成されることが可能である。運転ルール１７は、電気的入出力器８に入力される。電気的
入出力器８が、運転ルール１７に基づいて風車１に対し運転制御信号を送信し、又は、風
車１の運転を自ら制御する。
【００１７】
図２は、風車が建設されているある地域又はある地点の南側の乱れ強度分布関数Ｔ（Ｄ）
１５を極座標系で例示している。半径方向座標軸は乱れ強度Ｔを示し、回転方向座標Ｄは
基準半径方向線に対する角度（方位）である。その地点では、Ｅ方向（西方向）とＳＷ方
向（南西方向）の間の方向の風向Ｄの風の乱れ強度Ｔは、概ね一定であるが、ＷＳＷ方向
（西南西方向）の風向Ｄの風の乱れ強度Ｔは、他の方向の風向Ｄの風の乱れに対して大き
い。このような乱れ強度分布Ｔ（Ｄ）の発現は、ＷＳＷ方向から風車に向かう風上に風の
流れを乱す障害物体（例示：山、ビル）の存在に起因している。
【００１８】
図３は、風速の時系列風速信号１１を示している。乱れ強度分布関数Ｔ（Ｄ）１５は、長
期の時系列風速信号１１に基づいて作成されている。風速データは、風車の建設前に計測
されることが可能であり、風車建設の後にはその風車が自ら有しているナセル風向風速計
７により計測され得る。過去の短期又は過去の長期の時系列風速信号１１は、時期的に変
動することがあり得る。その場合には、建設前に一般的に計測される１年間の実測風速に
より季節ごとの乱れ強度分布関数Ｔ（Ｄ）１５が作成される。ナセル風速計７で計測され
る風向と風速には、しばしば風車翼６その他の影響による系統的な誤差が含まれるが、そ
のような誤差は経験則的な知見に基づいて補正され、誤差が含まれる計測値から風車に流
入する時点の風速の推定値に変換される。ナセル風速計とは別に、絶対風速を計測する風
速計を風車塔とは別体に設けることは好ましい。
【００１９】
図４（ａ），（ｂ）は、風速に対する出力（発電量：単位Ｗ）と荷重の関係を示している
。図４（ａ）に示されるように、出力は、ある風速の範囲で風速Ｖの３乗に概ね比例する
。図４（ｂ）に示されるように、荷重は、ある風速の範囲で風速Ｖの２乗に概ね比例する
。図４（ｂ）は、荷重変動を示している。荷重は、風速と乱れ強度に強く影響するが、出
力は風速に強く依存し乱れ強度に依存しない。従って、風車の疲労寿命は風速だけでなく
乱れ強度に強く依存する。このような疲労寿命の依存性から、下記の運転ルールが運転ル
ール作成器１６又は人により作成される。
【００２０】
運転ルール１：
運転の制限は、現在の風向に基づいて実行される。風向が極座標系で規定される角度範囲
にあれば、発電を停止する。その角度範囲は、乱れ強度分布関数Ｔ（Ｄ）１５に基づいて
、乱れ強度が大きくなる領域として決定されている。
【００２１】
運転ルール２：
運転の制限が現在の風向と風速の両方に基づいて実行される。風向が極座標系で規定され
る角度範囲にあり、且つ、風速が設定値より大きい場合には、運転を停止する。運転ルー
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ル２では、運転ルール１に対して、判定の条件として風速が追加されている。図４（ａ）
に示されるように、出力は、風速に対して概ね一定である関係がある。風速に代えられて
、出力が運転制御の判定条件として用いられる。
【００２２】
運転ルール３：
運転の制限は、現在の風向と出力の両方に基づいて実行される。風向が極座標系で規定さ
れる角度範囲にあり、且つ、出力が設定値より大きい場合には、運転を停止する。運転ル
ール３は、運転ルール２に対して、判定の条件が風速から出力に変更されている。ナセル
風速計のみが風速の情報として利用可能である場合には、その計測精度は劣っているので
、ナセル風速計の風速に代えて、出力を判断基準とすることにより、運転制限の精度が向
上する。
【００２３】
運転ルール４：
風の乱れ強度が設定値を越えれば、運転を停止する。疲労寿命に第１義的に強く影響する
ファクターは、乱れ強度である。乱れ強度は、同一風向であっても気象条件により増減す
る場合があり、現在の風の乱れ強度を精度よく知ることができれば、それを判断基準とし
て用いることが好ましい。
【００２４】
【発明の効果】
本発明による風車の運転制御装置は、物理的設計でなく自然条件に対応する人為的ルール
の採用により、要求される風車の疲労寿命を確保することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明による風車の運転制御装置の実施の形態を示す機器付き回路ブロ
ック図である。
【図２】図２は、乱れ強度の風向依存性を示す座標系図である。
【図３】図３は、波形を示すグラフである。
【図４】図４（ａ），（ｂ）は、出力と荷重をそれぞれに示すグラフである。
【符号の説明】
１又は６…風車
３…運転制御器
６…風車翼
８…出力制御器
１６…ルール作成器
１７…運転ルール
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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